
2011年3月期（第12期） 決算公告
2011年6月30日 愛知県常滑市鯉江本町5丁目1番地

株式会社 ＰＬＵＭＳＩＴＥ
取締役社長 松本 大司

貸 借 対 照 表
2011年3月31日 現在

資 産 の 部 負 債 の 部
科 目 金 額 科 目 金 額

流 動 資 産 237,311 流 動 負 債 4,497

普 通 預 金 244 未 払 金 2,285

未 収 金 55 未 払 法 人 税 等 1,189

立 替 金 237,012 未 払 事 業 税 4

繰延税金資産 0 預 り 金 16

未 払 消 費 税 1,002

負 債 合 計 4,497

固 定 資 産 419 純 資 産 の 部
無形固定資産 419 株 主 資 本 233,234

商 標 権 419 資 本 金 50,000

法 定 準 備 金 3,439
利 益 準 備 金 3,439

利 益 剰 余 金 179,795
その他利益剰余金 （ 179,795 ）

繰越利益剰余金 179,795
(うち当期純利益) (13,798)

純 資 産 合 計 233,234

資 産 合 計 237,731 負債及び純資産合計 237,731
（注）
記載金額は千円未満を切り捨てて表示しております。

Ⅰ．重要な会計方針に係る事項

１．固定資産の減価償却方法
無形固定資産（リース資産を除く）
法人税法の規定に基づく定額法を採用しております。
なお、自社使用のソフトウェアについては、社内における利用可能期間（5年）にもとづいております。

２．リース取引の処理方法
所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産リース期間を耐用年数とし、残存価格を零と
する定額法を採用しております。なお、リース取引開始日が｢リース取引に関する会計基準｣(企業会計
基準第13号(平成5年6月17日)(企業会計審議会第一部会)、平成19年3月30日改正))の適用初年度開始前
のリース取引については、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理によっております。

３．消費税等の会計処理
消費税等の会計処理は税抜方式を採用しております。

４．税効果会計の適用
法人税、住民税及び事業税について税効果会計を適用しております。
なお、繰延税金資産又は繰延税金負債の計算にあたり適用した法定実効税率は41.24％であります。

単位： 千円


